
⼤阪府中⼩企業従業員⼈材育成⽀援補助⾦

②受講を業務命令

支給対象者 職業⼜は職務に必要な知識、技能、技術の習得⼜は向上を⽬的とする研修等を、従業員に受講させた府内中小企業等

補助対象経費 国の⼈材開発⽀援助成⾦の⽀給対象外となっている10時間未満の研修等（※）の受講に要する経費
（※）事業主が社外の教育訓練機関に受講料を⽀払い受講させる研修等

補助率

運輸、建設関係の研修・講座 受講費⽤の３／４【上限なし】

デジタルスキル関係の研修・講座 受講費⽤の３／４【上限なし】

上記以外の研修・講座 受講費⽤の１／２【１⼈につき上限20万円】

⼤阪府企業従業員

④受講（※）
⑤補助申請

⑥補助⾦⽀給

①申し込み
③受講料等支払い（※）

【補助⾦⽀給までの流れ（イメージ）】

【外部研修の受講】 【補助⾦の申請】 【補助⾦の⽀給】
本事業の対象となる外部研修を従業員
に受講させる。

「補助⾦交付申請書兼実績報告書」等の提出。 提出書類の審査後、補助⾦を⽀給。

教育訓練機関

※③、④の順番が前後する場合も可

【補助⾦の概要】


